
令和 3年 12月７日 

年末年始の面会について 
（12月 31日～1月 3日） 

介護老人保健施設みずほ倶楽部 

 

当施設では、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を実施のうえ、段階的に面会制限を緩和して 

まいりました。 

新しい変異株（オミクロン株）の感染状況を注視し、引き続き万全の感染防止対策をとりながら、 

上記期間の面会につきましては以下のように対応させていただきます。 

 

対面での面会（前日までの予約制） 

〇場 所     ： １階 リハビリテーション室に面会スペースを設けます。 

〇面会人数・時間 ： お２人まで（中学生以上） １回３０分 

           （期間中１利用者様につき１回でお願いします） 

〇面会可能時間 

期 間 12月 31日 ～ 1月 3日 

対 象 全フロア 30分単位 

時 間 13：30～ 

14：00～ 

14：30～ 

15：30～ 

16：00～ 

16：30～ 

17：00～ 

＊上記の時間枠となりますので、ご希望の方は１階受付までお問合せください。 

＊同期間中、オンライン面会は中止させていただきます。 

＊対面で面会いただけるのは、新型コロナウイルスワクチンの２回接種がお済みのご家族様等 

及び陰性証明（PCR検査 72時間以内又は抗原定性検査前日まで）をお持ちの方 

面会の際に、ワクチンの接種記録等の持参をお願いいたします。 

 

※面会における注意事項 

〇面会の際は、必ずマスクとフェイスシールドの着用をお願いいたします。 

        （着用いただけない場合は、面会をお断りいたします） 

〇来所時は検温と手指消毒をお願いいたします。（体温計と手指消毒は施設入口に設置しております） 

〇体調不良（37.5℃以上の発熱、せき・くしゃみ等の風邪症状、のどの痛み等）の場合は、面会をご

遠慮ください。 

〇受付にて、必ず面会簿をご記入ください。 

〇利用者様との館内での飲食や、外食・外出はご遠慮ください。 

〇大阪市内や近隣等の感染状況により、随時対応方法を変更する場合がございます。 

〇抗原定性検査は、「令和 3年 11月 19日付内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室の 

 ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要項」に準じます。 


